


 
別紙 

入札参加資格 

次の要件に該当する単独企業又は建設共同企業体とします。 
 

項目 詳細 

(1)地方自治法施行令 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定による欠格条項に該当しないこと。 

(2)建設業許可 

単独企業の場合には、「建築工事業」の特定建設業許可を受けていること。建設共同企

業体の場合には、第1順位者が「建築工事業」の特定建設業許可を受けており、第２・

第３順位者が「建築工事業」の特定建設業許可又は一般建設業許可を受けていること。 

(３)技術者の配置 

単独企業の場合には、本工事に専任の監理技術者を配置できること。建設共同企業体

の場合には、第１順位者が本工事に専任の監理技術者を配置でき、第２・第３順位者が

本工事に専任の監理技術者又は専任の主任技術者をそれぞれ配置できること。 

(４)工事成績 

入札公告日から過去２年間に、江戸川区又は東京都からの受注工事（建築）で、江戸

川区請負工事成績評定事務要綱又は東京都工事成績評定要綱に基づく工事成績評定に

おいて60点未満の評定を受けていないこと。 

(５)指名停止 江戸川区又は東京都から指名停止を受けていないこと。 

(６)経営状況 経営不振の状態にないこと。（財務諸表等により財務状態を確認します） 

(７)業者登録 

単独企業又は建設共同企業体の全構成員が、東京電子自治体共同運営電子調達サービ

ス（以下「電子調達サービス」という。）の建設工事等競争入札参加資格において、申請

先自治体として「江戸川区」を登録している者であって、「建築工事」を申込業種として

登録していること。 

(８)参加形態 

１）江戸川区内に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

令和７・８年度江戸川区建築工事格付

（以下「区建築格付」という。）Ａの者

であること。※ 

 

 

 

■２者による建設共同企業体 

２者共に区建築格付Ａの者であるこ

と。※ 

 

 

 

 

 

 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

区建築格付Ａの者であること。※ 

第２・第３順位者 

区建築格付Ｂ以上の者であること。※ 

 

 

 

 

 

 

２）江戸川区外に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

公告日時点の建築工事に係る電子調達

サービスで算出された共同格付が A-

150 位以内かつ最新の経営事項審査

において総合評定値が 1,200 点以上

の者であること。※ 

 

■２者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の建築工事に係る電子調達

サービスで算出された共同格付が A-

150 位以内かつ最新の経営事項審査

において総合評定値が 1,200 点以上

の者であること。※ 

第２順位者 

区建築格付Ａの者であること。※ 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の建築工事に係る電子調達

サービスで算出された共同格付が A-

150 位以内かつ最新の経営事項審査

において総合評定値が 1,200 点以上

の者であること。※ 

第２・第３順位者 

区建築格付Ｂ以上の者であること。※ 

 

 

入札参加資格（建築） 



 
 

項目 詳細 
②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は30％以上とすること。 

３者の場合は20％以上（ただし、区建

築格付Bの場合は20％）とすること。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区建築格付Bの場

合は20％）とすること。 

②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は30％以上とすること。 

３者の場合は20％以上（ただし、区建

築格付Bの場合は20％）とすること。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区建築格付Bの場

合は20％）とすること。 

(9)同時期公告の改築

校への入札参加資

格  

「江戸川区立●●学校改築工事」の入札参加者は、同時期に公告される「江戸川区立

▲▲学校改築工事」及び「江戸川区立■■学校改築工事」についても入札参加申請をす

ることができます。 

(10)暴力団等排除措

置 
江戸川区暴力団等排除措置要綱による排除措置等を受けていないこと。 

 

※ ただし、その者が本入札に参加する他の単独企業又は建設共同企業体の構成員でないこと。 







 

別紙 

 

入札参加資格 

次の要件に該当する単独企業又は建設共同企業体とします。 
 

項目 詳細 

(1)地方自治法施行令 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定による欠格条項に該当しないこと。 

(2)建設業許可 

単独企業の場合には、「電気工事業」の特定建設業許可を受けていること。建設共同企

業体の場合には、第１順位者が「電気工事業」の特定建設業許可を受けており、第２・

第３順位者が「電気工事業」の特定建設業許可又は一般建設業許可を受けていること。 

(３)技術者の配置 

単独企業の場合には、本工事に専任の監理技術者を配置できること。建設共同企業体

の場合には、第１順位者が本工事に専任の監理技術者を配置でき、第２・第３順位者が

本工事に専任の監理技術者又は専任の主任技術者をそれぞれ配置できること。 

(４)工事成績 

入札公告日から過去２年間に、江戸川区又は東京都からの受注工事（電気）で、江戸

川区請負工事成績評定事務要綱又は東京都工事成績評定要綱に基づく工事成績評定に

おいて60点未満の評定を受けていないこと。 

(５)指名停止 江戸川区又は東京都から指名停止を受けていないこと。 

(６)経営状況 経営不振の状態にないこと。 

(７)業者登録 

単独企業又は建設共同企業体の全構成員が、東京電子自治体共同運営電子調達サービ

ス（以下「電子調達サービス」という。）の建設工事等競争入札参加資格において、申請

先自治体として「江戸川区」を登録している者であって、「電気工事」を申込業種として

登録していること。 

(８)参加形態 

１）江戸川区内に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

令和７・８年度江戸川区電気工事格付

（以下「区電気格付」という。）Ａの者

であること。※ 

 

 

 

■２者による建設共同企業体 

２者共に区電気格付Ａの者であるこ

と。※ 

 

 

 

 

 

 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

区電気格付Ａの者であること。※ 

第２・第３順位者 

区電気格付Ｂ以上の者であること。※ 

 

 

 

 

 

２）江戸川区外に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

公告日時点の電気工事に係る電子調達

サービスで算出された共同格付が A-

250 位以内かつ最新の経営事項審査

において総合評定値が 1,000 点以上

の者であること。※ 

 

■２者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の電気工事に係る電子調達

サービスで算出された共同格付が A-

250 位以内かつ最新の経営事項審査

において総合評定値が 1,000 点以上

の者であること。※ 

第２順位者 

区電気格付Ａの者であること。※ 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の電気工事に係る電子調達

サービスで算出された共同格付が A-

250 位以内かつ最新の経営事項審査

において総合評定値が 1,000 点以上

の者であること。※ 

第２・第３順位者 

区電気格付Ｂ以上の者であること。※ 

 

入札参加資格（電気） 



 
 

項目 詳細 
 

②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は30％以上とすること。 

３者の場合は20％以上（ただし、区電

気格付Bの場合は20％）とすること。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区電気格付Bの場

合は20％）とすること。 

 

②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は30％以上とすること。 

３者の場合は20％以上（ただし、区電

気格付Bの場合は20％）とすること。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区電気格付Bの場

合は20％）とすること。 

(9)機械設備工事との

同時入札参加の制

限 

「江戸川区立●●学校改築に伴う電気設備工事」へ入札参加する単独企業又は建設共

同企業体の構成員は、「江戸川区立●●学校改築に伴う機械設備工事」、「江戸川区立▲▲

学校改築に伴う機械設備工事」及び「江戸川区立■■学校改築に伴う機械設備工事」へ

入札参加する単独企業又は建設共同企業体の構成員になることはできません。 

(10)同時期公告の改

築校への入札参加

資格 

「江戸川区立●●学校改築に伴う電気設備工事」の入札参加者は、同時期に公告され

る「江戸川区立▲▲学校改築に伴う電気設備工事」及び「江戸川区立■■学校改築に伴

う電気設備工事」についても入札参加申請をすることができます。 

(1１)暴力団等排除措

置 
江戸川区暴力団等排除措置要綱による排除措置等を受けていないこと。 

 
※ ただし、その者が本入札に参加する他の単独企業又は建設共同企業体の構成員でないこと。 







 

 

別紙 

 
入札参加資格 

次の要件に該当する単独企業又は建設共同企業体とします。 
 

項目 詳細 

(1)地方自治法施行令 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定による欠格条項に該当しないこと。 

(2)建設業許可 

単独企業の場合には、「管工事業」の特定建設業許可を受けていること。建設共同企業

体の場合には、第１順位者が「管工事業」の特定建設業許可を受けており、第２・第３

順位者が「管工事業」の特定建設業許可又は一般建設業許可を受けていること。 

(３)技術者の配置 

単独企業の場合には、本工事に専任の監理技術者を配置できること。特定建設工事共

同企業体の場合には、第１順位者が本工事に専任の監理技術者を配置でき、第２・第３

順位者が本工事に専任の監理技術者又は専任の主任技術者をそれぞれ配置できること。 

(４)工事成績 

入札公告日から過去２年間に、江戸川区又は東京都からの受注工事（給排水・空調）

で、江戸川区請負工事成績評定事務要綱又は東京都工事成績評定要綱に基づく工事成績

評定において60点未満の評定を受けていないこと。 

(５)指名停止 江戸川区又は東京都から指名停止を受けていないこと。 

(６)経営状況 経営不振の状態にないこと。 

(７)業者登録 

単独企業又は建設共同企業体の第１順位者が、東京電子自治体共同運営電子調達サー

ビス（以下「電子調達サービス」という。）の建設工事等競争入札参加資格において、申

請先自治体として「江戸川区」を登録している者であって、「給排水衛生工事」及び「空

調工事」を申込業種として登録していること。 

建設共同企業体の第２・第３順位者が、電子調達サービスの建設工事等競争入札参加

資格において、申請先自治体として「江戸川区」を登録している者であって、「給排水衛

生工事」又は「空調工事」の一方又は両方を申込業種として登録していること。 

(８)参加形態 

１）江戸川区内に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

令和７・８年度江戸川区給排水衛生工

事格付（以下「区給排水格付」という。）

及び江戸川区空調工事格付（以下「区空

調格付」という。）Ａの者であること。
※ 

 

 

■２者による建設共同企業体 

第１順位者 

区給排水格付及び区空調格付Ａの者で

あること。※ 

第２順位者 

区給排水格付又は区空調格付の一方又

は両方がＡの者であること。※ 

 

 

 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

区給排水格付及び区空調格付Ａの者で

あること。※ 

第２・第３順位者 

２）江戸川区外に本店を置く者 

①格付 

■単独企業 

公告日時点の給排水衛生工事及び空調

工事に係る電子調達サービスで算出さ

れた共同格付が A-250 位以内かつ最

新の経営事項審査において総合評定値

が900点以上の者であること。※ 

 

 

■２者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の給排水衛生工事及び空調

工事に係る電子調達サービスで算出さ

れた共同格付が A-250 位以内かつ最

新の経営事項審査において総合評定値

が900点以上の者であること。※ 

第２順位者 

区給排水格付又は区空調格付の一方又

は両方がＡの者であること。※ 

 

■３者による建設共同企業体 

第１順位者 

公告日時点の給排水衛生工事及び空調

工事に係る電子調達サービスで算出さ

れた共同格付が A-250 位以内かつ最

入札参加資格（機械） 



 

 
 

項目 詳細 
区給排水格付又は区空調格付の一方又

は両方がB以上の者であること。※ 

 

 

 

 

②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は30％以上とすること。 

３者の場合は20％以上（ただし、区給

排水格付又は区空調格付 B の場合は

20%）とすること。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区給排水格付又は

区空調格付 B の場合は 20%）とする

こと。 

新の経営事項審査において総合評定値

が900点以上の者であること。※ 

第２・第３順位者 

区給排水格付又は区空調格付の一方又

は両方がB以上の者であること。※ 

 

②建設共同企業体における出資比率 

■第１順位者 

構成員中最大とすること。 

 

■第２順位者 

２者の場合は30％以上とすること。 

３者の場合は20％以上（ただし、区給

排水格付又は区空調格付 B の場合は

20%）とすること。 

 

■第３順位者 

20％以上（ただし、区給排水格付又は

区空調格付 B の場合は 20%）とする

こと。 

(9)電気設備工事との

同時入札参加の制

限 

「江戸川区立●●学校改築に伴う機械設備工事」へ入札参加する単独企業又は建設共

同企業体の構成員は、「江戸川区●●学校改築に伴う電気設備工事」、「江戸川区立▲▲学

校改築に伴う電気設備工事」及び「江戸川区立■■学校改築に伴う電気設備工事」へ入

札参加する単独企業又は建設共同企業体の構成員になることはできません。 

(10)同時期公告の改

築校への入札参加

資格 

「江戸川区立●●学校改築に伴う機械設備工事」の入札参加者は、同時期に公告され

る「江戸川区立▲▲学校改築に伴う機械設備工事」及び「江戸川区立■■学校改築に伴

う機械設備工事」についても入札参加申請をすることができます。 

(1１)暴力団等排除措

置 
江戸川区暴力団等排除措置要綱による排除措置等を受けていないこと。 

 
※ ただし、その者が本入札に参加する他の単独企業又は建設共同企業体の構成員でないこと。 




